
 

*こども条例って？ 
みんなが幸せに暮らせるように、大口町は「こども条例」という約束

ごとをつくっています。条例とは、町の「法律」にあたる約束ごとです。

大口町があるかぎり条例は 100 年先もずっと残り続けます。 

あなたがつくる！こども条例
じ ょ う れ い

* 

ファシリテーター（進行役） 
タ ケ ゾ ー 

TAKEZO  加 藤  武 志 さん 

2030SDGs 公認ファシリテーター 

まちラボ㈲代表取締役、名城大学非常勤講師 

楽しいワークショップを各地で開催中！ 

TEL・FAX（0587）22－6642 
大口町伝右 1-35 健康文化センター2階 
E-mail machinet@heart.ocn.ne.jp 

※月～土曜日（祝日除く）９:00～17:00（12:00～13:00 除く）

申込み・問合せ 

【主催】大口町＆NPO法人まちねっと大口 

NPO法人まちねっと大口 

14:30～16:30 (予定) 

８/3（土） 

健康文化センター 
４階ほほえみホール 

未来に残そう。君の声 

前文
ぜんぶん

をつくろう！ 
こども条例*の 

前文って？ 

法令（約束ごと）の 

いちばんはじめにある文のことです。 

どんな思いをもって、 

この法令をつくったかという、 

いちばん大切なことが書かれます。 

対 象  小学５年生～高校３年生（10～18 歳） 

定 員  25 人 ※保護者見学不可 

申込み    裏面参加申込書にてお申込みください。 

締切り    6 月 26 日(水) 


